
 

 

  

 

 

 

答  申  書 

 

（答申第９５号） 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年９月１４日 

 

福井県公文書公開審査会



- 1 - 

 

第１ 審査会の結論 

   第２の１に記載した公文書の公開請求に対して、第２の２のとおり福井県知事（以下

「実施機関」という。）が、一部公開決定をしたことは、妥当である。 

 

 

第２ 異議申立てに至る経過 

 １ 公開請求の内容 

   異議申立人は、平成２７年１１月１８日付けで、福井県情報公開条例（平成１２年条

例第４号。以下「条例」という。）第５条の規定により、実施機関に対し、次の内容の

公文書の公開請求を行った。 

  

    過去の核燃料税の更新にあたり、電力事業者と協議した際の会議録（保存している

ものすべて）。会議録を作成していない場合は、協議内容の手がかりとなるメモ書き

や電磁的記録（＝電子メール） 

 

 ２ 実施機関の決定 

   実施機関は、平成２７年１２月２８日付け税第６０７号による公文書一部公開決定

（以下「本件処分」という。）を行った。 

 

   〔本件処分の内容〕 

文書No. 公文書の名称 
決定 

内容 
公開しない部分 公開しない理由 

対象公文書１ 核燃料税更新に関

する説明会結果

（平成18年2月13

日） 

一部 

公開 

「主な質疑」の8行

目から12行目まで 

条例第７条第６号（審議・検討

等情報）に該当 

 県の内部における核燃料税の

更新に係る審議、検討または協

議に関する情報であって、公に

することにより、不当に県民の

間に混乱を生じさせるおそれお

よび今後の核燃料税の更新時に

おける核燃料税制度の構築に係

る意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるため 

 

条例第７条第７号（事務執行情

報）に該当 

 県が行う核燃料税の更新等に

係る事務に関する情報であっ

て、公にすることにより、今後

の核燃料税の更新等に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため 

対象公文書２ 核燃料税更新に関

する説明会結果

（2/21）（平成 

18年2月21日） 

一部 

公開 

「主な質疑」の1行

目から4行目まで、 

8行目および9行目 

条例第７条第６号（審議・検討

等情報）に該当 

 県の内部における核燃料税の

更新に係る審議、検討または協

議に関する情報であって、公に

することにより、不当に県民の

間に混乱を生じさせるおそれお

よび今後の核燃料税の更新時に
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おける核燃料税制度の構築に係

る意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるため 

 

条例第７条第７号（事務執行情

報）に該当 

 県が行う核燃料税の更新等に

係る事務に関する情報であっ

て、公にすることにより、今後

の核燃料税の更新等に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため 

対象公文書３ 核燃料税更新に関

する説明会

（3/28）（平成18

年3月28日） 

一部 

公開 

「主な質疑」の7行

目から14行目まで 

条例第７条第６号（審議・検討

等情報）に該当 

 県の内部における核燃料税の

更新に係る審議、検討または協

議に関する情報であって、公に

することにより、不当に県民の

間に混乱を生じさせるおそれお

よび今後の核燃料税の更新時に

おける核燃料税制度の構築に係

る意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるため 

 

条例第７条第７号（事務執行情

報）に該当 

 県が行う核燃料税の更新等に

係る事務に関する情報であっ

て、公にすることにより、今後

の核燃料税の更新等に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため 

対象公文書４ 核燃料税更新にか

かる協議（平成18

年4月4日） 

一部 

公開 

電力会社の出席者の

役職および氏名なら

びに表題、日時、場

所および出席者以外

の内容 

条例第７条第６号（審議・検討

等情報）に該当 

 県の内部における核燃料税の

更新に係る審議、検討または協

議に関する情報であって、公に

することにより、不当に県民の

間に混乱を生じさせるおそれお

よび今後の核燃料税の更新時に

おける核燃料税制度の構築に係

る意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるため 

 

条例第７条第７号（事務執行情

報）に該当 

 県が行う核燃料税の更新等に

係る事務に関する情報であっ

て、公にすることにより、今後

の核燃料税の更新等に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため 

対象公文書５ 

 

 

 

 

核燃料税更新に関

する電力会社来庁

（平成18年4月17

日） 

一部 

公開 

電力会社の出席者の

役職および氏名なら

びに表題、日時、場

所および出席者以外

の内容 

条例第７条第６号（審議・検討

等情報）に該当 

 県の内部における核燃料税の

更新に係る審議、検討または協

議に関する情報であって、公に

することにより、不当に県民の

間に混乱を生じさせるおそれお
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よび今後の核燃料税の更新時に

おける核燃料税制度の構築に係

る意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるため 

 

条例第７条第７号（事務執行情

報）に該当 

 県が行う核燃料税の更新等に

係る事務に関する情報であっ

て、公にすることにより、今後

の核燃料税の更新等に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため 

対象公文書６ 核燃料税更新に関

する電力会社来庁

（平成18年5月8

日） 

一部 

公開 

電力会社の出席者の

役職および氏名なら

びに表題、日時、場

所および出席者以外

の内容 

条例第７条第６号（審議・検討

等情報）に該当 

 県の内部における核燃料税の

更新に係る審議、検討または協

議に関する情報であって、公に

することにより、不当に県民の

間に混乱を生じさせるおそれお

よび今後の核燃料税の更新時に

おける核燃料税制度の構築に係

る意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるため 

 

条例第７条第７号（事務執行情

報）に該当 

 県が行う核燃料税の更新等に

係る事務に関する情報であっ

て、公にすることにより、今後

の核燃料税の更新等に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため 

対象公文書７ 事業者説明結果

（平成18年5月26

日） 

一部 

公開 

事業者の出席者の役

職および氏名ならび

に「総務部長説明」

の1行目から10行目

まで 

条例第７条第６号（審議・検討

等情報）に該当 

 県の内部における核燃料税の

更新に係る審議、検討または協

議に関する情報であって、公に

することにより、不当に県民の

間に混乱を生じさせるおそれお

よび今後の核燃料税の更新時に

おける核燃料税制度の構築に係

る意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれがあるため 

 

条例第７条第７号（事務執行情

報）に該当 

 県が行う核燃料税の更新等に

係る事務に関する情報であっ

て、公にすることにより、今後

の核燃料税の更新等に係る事務

の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるため 

 

 ３ 異議申立て 

   異議申立人は、平成２８年１月１３日、対象公文書１から対象公文書７までの全部公

開を求めて、実施機関に対して異議申立てを行った。 
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 ４ 諮問 

   実施機関は、平成２８年２月２５日付け税第７８号で、条例第１８条第１項の規定に

より、福井県公文書公開審査会（以下「当審査会」という。）に対して、本件異議申立

てについて、諮問を行った。 

 

 

第３ 異議申立ての内容 

 １ 異議申立ての趣旨 

   本件異議申立ての趣旨は、対象公文書１から対象公文書７までの全部公開を求めるも

のである。 

  

 ２ 異議申立ての理由および主張 

   異議申立人が、異議申立書および意見書で述べている異議申立ての理由および主張は、

要約すると次のとおりである。 

 

 （１）条例第７条第６号（審議・検討等情報）の該当性について 

    対象公文書１から対象公文書７までは、平成１８年の核燃料税更新（課税期間５年

間）に係る説明会の議事録であり、公にすることで県民が混乱したり、意思決定の中

立性が損なわれたりすることはあり得ない。 

    福井県による過去の課税行為が適正・公正だったかを検証するには、議事内容の全

部公開が不可欠であることは言うまでもない。 

    それでも福井県が全部公開できないと主張するのなら、具体的にどの部分を公開す

れば、どのような混乱や支障が起こり得るのかを詳細に説明すべきである。そうでな

ければ「福井県にとって不都合な内容が書いてあるので伏せた」と思わざるを得ない。 

    過去の判断や出来事が出発点になり、将来の方向性を決める行為は、行政でも企業

でも個人でも、日常的に行われているものである。類推を招くことが、それほど政策

判断に影響を与えるものなのだろうか。 

 

 （２）条例第７条第７号（事務執行情報）の該当性について 

    対象公文書１から対象公文書７までは、平成１８年の核燃料税更新（課税期間５年

間）に係る説明会の議事録であり、公にすることで、今後の事務に支障が出る可能性

など皆無といえる。 

    福井県による過去の課税行為が適正・公正だったかを検証するには、議事内容の全

部公開が不可欠であることは言うまでもない。 

    それでも福井県が全部公開できないと主張するのなら、具体的にどの部分を公開す

れば、どのような混乱や支障が起こり得るのか詳細に説明すべきである。そうでなけ

れば「福井県にとって不都合な内容が書いてあるので伏せた」と思わざるを得ない。 

 

 （３）核燃料税の更新に関する説明会の議事録について 

    異議申立人が過去に開示請求した核燃料税関連の別の公文書（税第４５１号）によ

ると、平成２３年に核燃料税を更新した際は、電力３事業者に対する計３回の説明会

のいずれも、議事録が作成されていなかった。これに対し平成１８年の更新時につい
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ては、計２回の説明会に加え、電力事業者が来庁した際の議事録がすべて作成されて

いた。平成２３年の更新に関して、申立人がすでに提出した異議申立書で「意図的に

議事録を作成しなかった」と指摘したが、この指摘が裏付けられた。 

    このことから、福井県が情報公開に消極的なのは明らかであり、その主張を信用す

ることはできない。 

 

 

第４ 実施機関の説明 

   実施機関が、理由説明書および当審査会での説明聴取で述べている本件処分の理由は、

要約すると次のとおりである。 

 

 １ 条例第７条第６号（審議・検討等情報）の該当性について 

   意思決定後の審議、検討等情報の取扱いに関しては、「当該意思決定が政策決定の一

部の構成要素であったり、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる等審議、

検討等の過程が重層的、連続的な場合には、当該意思決定後であっても、政策全体の意

思決定または次の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討が行われるものであ

ることに注意が必要である。また、当該審議、検討等に関する情報が公になると、審議、

検討等が終了し意思決定が行われた後であっても、国民の間に混乱を生じさせたり、将

来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあ

る場合等があれば、本号に該当し得る。」（「詳解 情報公開法」総務省行政管理局

編）と解されている。 

   法定外普通税である核燃料税は、地方公共団体がその必要性を判断し、独自の意思に

より地方税法に基づき定めることができるものである。５年毎の核燃料税の更新に当た

っては、県は毎回、新規に課税客体、課税標準、税率等の課税方式の検討を行い、議会

に条例案を上程し、議会は事業者からの意見聴取を踏まえて条例を議決し、条例制定後

は、県は総務大臣に協議を行い、同意を得なければならない。 

   核燃料税は、全国最多の原子力発電所が立地する福井県が全国に先駆けて創設した法

定外普通税であり、原子力発電所の立地に伴う安全対策や民生安定・生業安定対策等に

活用されてきた。これまでも５年毎に見直しを行い、先駆的に研究し、新たに税制度を

作り上げてきた。 

   すでに総務大臣の同意を得て施行されている核燃料税条例の更新に関する県と事業者

間の協議に関する記録の内容であっても、公にすることにより、今後の核燃料税更新時

においても、同時期に同様の方法により、課税客体、課税標準、税率等について検討さ

れる可能性があるのではないか、または現に検討を行っているのではないかといった誤

解、憶測、さらには、今後の核燃料税更新時においても、事業者からの質問に応じ、条

例案に事業者の意向を反映させる方針であるかのような印象を県民、利害関係者等に与

え、制度構築に当たり、法定の手続である議会における意見聴取より前に事業者との間

で実質的な交渉を行っているのではないかなどの誤解、憶測を県民、利害関係者等に与

えるおそれがある。 

   また、制度構築に当たり検討された事項は、その全てが公布された核燃料税条例に反

映されているわけではなく、意思形成過程における未成熟な情報が含まれていることか

ら、それらの事項について公にすることにより、今後の核燃料税更新時において、反映
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されなかった検討事項について再び検討されるのではないか、または検討の可能性が排

除されているのではないかなどの誤解、憶測が生じるおそれがある。 

   このことにより、今後の核燃料税更新時において県民、利害関係者等の間に不当に混

乱を生じさせるおそれがある。また、その結果として、県に対する様々な主張、行動、

干渉等が生じるおそれがあり、今後の制度構築に係る県内部の意思決定過程、核燃料税

条例案が上程された県議会での審議・議決、総務大臣への更新協議後の同意等において、

それぞれの意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。 

   また、非公開部分を公にした場合、県と事業者は、有益な情報交換を躊躇せざるを得

ず、結果として、制度構築において、それぞれの意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれがある。 

 

 ２ 条例第７条第７号（事務執行情報）の該当性について 

   非公開部分を公にした場合、事業者が今後の核燃料税の更新においても、事業者から

の質問に応じ、条例案に事業者の意向を反映させる方針であるかのような印象を県民に

与え、その結果、制度構築に当たり、法定の手続である議会における意見聴取より前に

県との間で実質的な交渉を行っているのではないかとの誤解、憶測から、事業者に対し

ても様々な主張、行動、干渉等が向けられ、ひいては、事業者と県との信頼関係を損な

うおそれがある。 

   また、非公開部分を公にした場合、今後の核燃料税更新時において、県と事業者は有

益な情報交換を躊躇せざるを得ず、事務執行に支障が生じるおそれがある。 

   このことにより、県が核燃料税の更新作業において、課税客体、課税標準、税率等の

制度構築に当たり事業者に対して必要な情報提供等を求めた場合にも、事業者が必要不

可欠な情報の提供を躊躇し、事業者からの十分な協力を得られないなど、今後の核燃料

税の更新等に係る事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがある。 

   核燃料税の更新の際には、事業者に対して原発立地に伴う直接的、間接的に必要な情

報提供等を求めており、事業者の協力は必要不可欠なものである。仮に事業者からの情

報がなければ、制度として成り立ち得ないものを県側で一方的に作ったところで、事業

者の理解は得られない。 

 

 

第５ 審査会の判断 

   当審査会は、異議申立人および実施機関の双方の主張を審査した結果、次のように判

断する。 

 

 １ 本件処分について 

   本件処分は、対象公文書１から対象公文書７までに記載された非公開部分が条例第７

条第６号および条例第７条第７号に掲げる非公開情報に該当することを理由に一部公開

とする内容の一部公開決定を行ったものである。 

   これに対して、異議申立人は、対象公文書１から対象公文書７までについて全部公開

を主張していることから、以下、対象公文書１から対象公文書７までの非公開部分に係

る非公開情報の該当性について検討する。 
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 ２ 条例第７条第６号（審議・検討等情報）の該当性について 

   条例第７条第６号は、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体および地方独立行

政法人の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公に

することにより、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそ

れ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与えも

しくは不利益を及ぼすおそれがある情報は、審議・検討等情報として公開しないと定め

ている。 

   また、「審議、検討等に関する情報が公になると、審議、検討等が終了し意思決定が

行われた後であっても、国民の間に混乱を生じさせたり、将来予定されている同種の審

議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合等があれば、本号に

該当し得る。」（「詳解 情報公開法」総務省行政管理局編）と解されている。 

   法定外普通税である核燃料税は、地方公共団体がその必要性を判断し、独自の意思に

より地方税法に基づき定めることができるものである。５年毎の核燃料税の更新に当た

っては、県は毎回、新規に課税客体、課税標準、税率等の課税方式の検討を行い、議会

に条例案を上程し、議会は事業者からの意見聴取を踏まえて条例を議決し、条例制定後

は、県は総務大臣に協議を行い、同意を得なければならないとされている。 

   核燃料税の制度構築に当たり検討された事項については、公布された条例に反映され

ていない事項など、意思形成過程における未成熟な情報が含まれていることから、すで

に総務大臣の同意を得て施行されている核燃料税条例の更新に関する県と事業者の発言

を記録する内容であっても、公にすることにより、今後の核燃料税更新時においても、

同様の方法により課税客体、課税標準、税率等が検討されるのではないか、あるいは検

討の可能性が排除されているのではないかなどの誤解、憶測が生じ、結果として、県に

対する様々な主張、行動、干渉等が生じるおそれがあるとの実施機関の説明は、不合理

なものとは認められない。 

   これらを勘案すると、対象公文書１から対象公文書７までの非公開部分を公にした場

合、制度構築に係る県内部の意思決定過程、核燃料税条例案が上程された県議会での審

議・議決、総務大臣への更新協議後の同意等において、それぞれの意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがあるとする実施機関の説明は理解できる。 

   したがって、対象公文書１から対象公文書７までの非公開部分は、条例第７条第６号

の非公開情報に該当するとした実施機関の説明は妥当である。 

 

 ３ 条例第７条第７号（事務執行情報）の該当性について 

   条例第７条第７号は、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体または地方独立行

政法人が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務ま

たは事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

は、事務執行情報として公開しないと定めている。 

   対象公文書１から対象公文書７までの非公開部分を公にした場合、県と事業者は、今

後の核燃料税更新時において、率直な発言を躊躇せざるを得ず、事務執行に支障が生じ

るおそれがあると認められる。 

   また、非公開部分を公にした場合、外部から事業者に対して様々な主張、行動、干渉

等が向けられ、ひいては、事業者と県との信頼関係を損なうおそれがあるとする実施機

関の説明も、不合理なものとは認められない。 
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   これらを勘案すると、県が核燃料税の更新作業において、課税客体、課税標準、税率

等の制度構築に当たり事業者に対して必要不可欠な情報提供等を求めた場合に、事業者

が情報の提供を躊躇し、事業者からの十分な協力を得られないなど、今後の核燃料税の

更新等に係る事務の適正な遂行に支障が生じるおそれがあるとする実施機関の説明は理

解できる。 

   したがって、対象公文書１から対象公文書７までの非公開部分は、条例第７条第７号

の非公開情報に該当するとした実施機関の説明は妥当である。 

 

 ４ その他の主張 

   異議申立人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものではない。 

 

 ５ まとめ 

   以上のことからまとめると、対象公文書１から対象公文書７までの非公開部分は、条

例第７条第６号および条例第７条第７号の非公開情報に該当し、一部公開決定をした実

施機関の判断は、妥当である。 

   したがって、実施機関が行った決定は妥当であると判断し、冒頭の結論に至った。 
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第６ 審査の経過 

   当審査会は、本件異議申立てに係る諮問について、下記のとおり審査した。 

 

年 月 日 審 査 の 経 過 

 平成２８年 ２月２５日 ・諮問書の受理 

 平成２８年 ３月 １日 ・審議（第１回） 

 平成２８年 ４月２６日 ・審議（第２回） 

 平成２８年 ５月２３日 
・実施機関からの説明聴取 

・審議（第３回） 

 平成２８年 ６月２８日 ・審議（第４回） 

 平成２８年 ７月２６日 ・審議（第５回） 

 平成２８年 ８月２９日 ・審議（第６回） 

 平成２８年 ９月１４日 ・答申 

 

福井県公文書公開審査会委員名簿 

 

                                 （五十音順） 

氏    名 備    考 

稲 田   真 紀  

川 村   一 司 会長職務代理者 

北 島   三 男  

清 水   和 邦 会     長 

前 田   清 作  

 


